
松川町 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想   新旧対照表 

 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

 

令和５年９月 

 

 

 

 

第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 
 

１ 農業の現状と農業発展の推進方針 

松川町は長野県の南部、下伊那郡の最北部に位置し、町の中央部を北から南へ天竜川が流

れ、東に南アルプス連峰をのぞみ天竜川をはさんで東西に河岸段丘が見られる。 

農業の中心は、果樹栽培であり、梨・りんご・ぶどう・桃・柿など、多品目が栽培されている。 

今後とも果樹を主体とし、水田転作作物としての花き、野菜等の栽培拡大を図っていく。 

大島地区は地形により上段と下段の二地帯に区別され、上段の標高 520ｍ～800ｍの地帯は比

較的緩やかな傾斜地で、果樹を中心とした専業経営と果樹と水稲による複合経営に志向し、下段

の標高 450ｍ～520ｍの地帯は平坦地で水田を中心として施設園芸（ハウス栽培）も行われ、

水田から転作した果樹栽培も盛んに行われている。 

上片桐地区は果樹を主体とし水稲との複合経営地帯であり、水田から果樹への転作を進めてき

たが、耕作者の高齢化により、耕作放棄地が増加している。 

生田地区は、天竜川沿岸の水田地帯とこれより上段の急傾斜畑地帯に別れる。主要農産物は、水

稲・りんご・柿・梅・花木等が栽培されている。 

このような立地条件を活かし果樹を主体とする農業生産を展開してきたが、農業従事者の減少

と高齢化・遊休農地の増加、野生鳥獣による農作物被害等様々な課題が生じている。また、遊休

農地対策として始まった１人１坪農園の推進により、有機農業の水田・畑も広がり始めてい

る。 

このような中、農業の持続的な発展に向け、認定農業者等戦略を持って経営を展開する中

核的経営体注 1 を育成し、併せて「地域計画」の取組みを進めることで、これらの経営体が

農地中間管理事業等により地域計画で明確化した地域の将来方針に基づいて農地の集積・集

約を進めながら、経営の効率化、稼ぐ力の強化を図り、地域の農業生産の大宗を担う農業生

産構造の構築を目指す。また今後、農地取得の下限面積の撤廃により、多くの人が農業への

参入が見込まれる。そのための研修会や講習会など検討の必要がある。 
注 1）中核的経営体：第４期長野県食と農業農村振興計画において将来にわたる農業の担い手として位

置付けた、認定農業者（法第12条第１項の規定による農業経営改善計画の認定を

受けた農業者）、基本構想水準到達者、集落営農組織、認定新規就農者（法第 14

条第４項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者） 

 

 

 

 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

 

令和２年４月 

 

 

 

 

第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 
 

１ 農業の現状と農業発展の推進方針 

松川町は長野県の南部、下伊那郡の最北部に位置し、町の中央部を北から南へ天竜川が流

れ、東に南アルプス連峰をのぞみ天竜川をはさんで東西に河岸段丘が見られる。 

農業の中心は、果樹（梨、りんご）栽培であり、梨（二十世紀、赤梨等）の町村単位の生産量は、

全国有数を誇る産地である。 

今後とも果樹を主体とし、水田転作作物としての花き、野菜等の栽培拡大を図っていく。 

大島地区は地形により上段と下段の二地帯に区別され、上段の標高 520ｍ～800ｍの地帯は比

較的緩やかな傾斜地で、果樹を中心とした専業経営と果樹と水稲による複合経営に志向し、下段

の標高 450ｍ～520ｍの地帯は平坦地で水田を中心とした施設園芸（ハウス栽培）が行われ、

近年は水田から果樹への転作が進んできている。 

上片桐地区は果樹を主体とし水稲との複合経営地帯であり、近年大島地区と同様に水田から果

樹への転作が急速に進んできている。 

生田地区は、天竜川沿岸の水田地帯とこれより上段の急傾斜畑地帯に別れる。主要農産物は、水

稲・りんご・梅・花木等が栽培されている。 

このような立地条件を活かし果樹を主体とする農業生産を展開してきたが、農業従事者の減少

と高齢化・遊休農地の増加、野生鳥獣による農作物被害等様々な課題が生じている。 

このような中、農業の持続的な発展に向け、認定農業者等戦略を持って経営を展開する中

核的経営体注 1 を育成し、併せて「人・農地プラン」の実質化の取組みを進めることで、こ

れらの経営体が農地中間管理事業の活用等により「人・農地プラン」で明確化した地域の将

来方針に基づいて農地の集積・集約を進めながら、経営の効率化、稼ぐ力の強化を図り、地

域の農業生産の大宗を担う農業生産構造の構築を目指す。 
注 1）中核的経営体：第３期長野県食と農業農村振興計画において将来にわたる農業の担い手として位

置付けた、認定農業者（法第12条第１項の規定による農業経営改善計画の認定を

受けた農業者）、基本構想水準到達者、集落営農組織、認定新規就農者（法第 14

条第４項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者） 

 

 

 

 

 

新 旧 
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２ 効率的かつ安定的な農業経営についての目標及び育成・確保 

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標 

松川町は、農業が職業として選択される魅力とやりがいのあるものとなるよう、

将来（概ね 10 年後）の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的経営体を育成

することとする。 

 具体的には、地域の他産業従事者と均衡する労働時間と生涯所得が確保できる農業経

営を確保・育成するにあたり、その目標値を以下のとおり定める。 

 

主たる従事者１人あたり 

年間所得目標：４５０万円 

年間労働時間：2,000 時間 

 

家族経営体では、経営主である主たる農業従事者１人に加え家族従事者（補助的従事

者）１～２人及び繁忙期の雇用の確保により、１経営体あたり概ね 600万円の年間所得

を目指すものとする。 

ただし、特に不利な立地条件のもとで多様な農業経営を展開する中山間地域等では、

１経営体当たりおおむね 350万円程度とし、関連事業部門と組み合わせて、年間総所得

の確保を目指すものとする。 

 

（２）効率的かつ安定的な農業経営を担う人材の育成・確保 

上記目標水準を満たす農業経営体の育成のため、以下の施策を展開する。 

① 中核的経営体の育成 

松川町の多様な自然環境や地域の資源を活用し、経営戦略を持って経営の拡

大・多角化等に取り組み、松川町農業を支える中核的経営体が主力となる農業

構造の構築を目指す。 

そのため、アンケートや地図を活用し、地域の話合いによって進める地域計

画の策定及び策定された地域計画の実行を通じ、中核的経営体や、今後リタ

イア又は経営規模を縮小する農家、維持していく必要のある農地など、人と

農地を明確に見える化し、農地中間管理事業等を活用した農地の集積・集約

化による経営の効率化を進めるほか、生産性の向上や経営の多角化等による

経営発展を一層推進する。 

 

② 中核的経営体を支える雇用人材の安定確保 

少子・高齢化が進行する中、中核的経営体が規模拡大を図りながら持続的に

経営を進めるためには、省力化・低コスト生産の技術開発・普及を図るととも

に、雇用就業者を安定して確保することが必要。 

このため、新規学卒者や高齢者、障がい者、子育て世代など多様な人材の確

保・育成に向けた取組みを産地と一体となって複層的に展開する。 

 

 

３ 認定農業等への経営指導体制の整備方向 

松川町は農業委員会、みなみ信州農業協同組合松川支所の担当職員で構成する指導チーム

を設置し、南信州農業農村支援センターの協力を受けて、農業経営改善計画の認定を受けた農業

者若しくは組織経営体又は、今後認定を受けようとする農業者、生産組織等を対象に、経営診断の

 

２ 効率的かつ安定的な農業経営についての目標及び育成・確保 

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標 

松川町は、農業が職業として選択される魅力とやりがいのあるものとなるよう、

将来（概ね 10 年後）の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的経営体を育成

することとする。 

 具体的には、地域の他産業従事者と均衡する労働時間と生涯所得が確保できる農業経

営を確保・育成するにあたり、その目標値を以下のとおり定める。 

 

主たる従事者１人あたり 

年間所得目標：４５０万円 

年間労働時間：2,000 時間 

 

家族経営体では、経営主である主たる農業従事者１人に加え家族従事者（補助的従事

者）１～２人及び繁忙期の雇用の確保により、１経営体あたり概ね 600万円の年間所得

を目指すものとする。 

ただし、特に不利な立地条件のもとで多様な農業経営を展開する中山間地域等では、

１経営体当たりおおむね 350万円程度とし、関連事業部門と組み合わせて、年間総所得

の確保を目指すものとする。 

 

（２）効率的かつ安定的な農業経営を担う人材の育成・確保 

上記目標水準を満たす農業経営体の育成のため、以下の施策を展開する。 

① 中核的経営体の育成 

松川町の多様な自然環境や地域の資源を活用し、経営戦略を持って経営の拡

大・多角化等に取り組み、松川町農業を支える中核的経営体が主力となる農業

構造の構築を目指す。 

そのため、アンケートや地図を活用し、地域の話合いによって進める「人・

農地プラン」の実質化及び実質化した「人・農地プラン」に基づく取組みを

通じ、中核的経営体や、今後リタイア又は経営規模を縮小する農家、維持し

ていく必要のある農地など、人と農地を明確に見える化し、農地中間管理事

業等を活用した農地の集積・集約化による経営の効率化を進めるほか、生産

性の向上や経営の多角化等による経営発展を一層推進する。 

 

② 中核的経営体を支える雇用人材の安定確保 

少子・高齢化が進行する中、中核的経営体が規模拡大を図りながら持続的に

経営を進めるためには、省力化・低コスト生産の技術開発・普及を図るととも

に、雇用就業者を安定して確保することが必要。 

このため、新規学卒者や高齢者、障がい者、子育て世代など多様な人材の確

保・育成に向けた取組みを産地と一体となって複層的に展開する。 

 

 

３ 認定農業等への経営指導体制の整備方向 

松川町は農業委員会、みなみ信州農業協同組合松川支所の担当職員で構成する指導チーム

を設置し、農業改良普及センターの協力を受けて、農業経営改善計画の認定を受けた農業者若し

くは組織経営体又は、今後認定を受けようとする農業者、生産組織等を対象に、経営診断の実施、
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実施、先進的技術の導入を含む生産方式や経営管理の合理化等の経営改善方策の提示等の重

点的指導及び研修会の開催等を行う。 

 

 

４ 新たに農業経営を営もうとする青年等の目標及び確保 

（１）新たに農業経営を営もうとする青年等の目標 

 

主たる従事者１人あたり 

年間所得目標：２５０万円 

年間労働時間：2,000時間 

 

（２）新規就農者数の確保目標 

新規就農の状況については、令和元年度から松川町果樹農業研修制度を開始し、元年

度から４年度までに７名の研修生を受け入れた。今後も継続して中核的経営体を安定的

に確保・育成するため、年間１人以上（45 歳以下）新規就農者の確保を目標とする。 

 

 

５ 部門別誘導方向と地域農業のあり方 

（１）部門別誘導方向 

ア 普通作物 

米・麦等土地利用型作物については、地域の実情に応じて、利用権設定及び農作業受  

委託の推進等による認定農業者等担い手経営体への利用集積を推進するとともに、米と

麦・大豆・そばの複合経営の育成や消費者に選ばれる特徴ある高品質米の生産、実益

者ニーズに対応した麦・大豆・そばの生産拡大など産地化を推進する。また、農用地や

農業用排水路等の農業生産基盤の整備等を実施することにより、農用地を有効に活用する

とともに、水田の畑地利用を推進するため、暗渠排水や排水路の整備等を進める。 

イ 園芸作物 

果樹・野菜・花卉等、本町農業の主体を占める園芸作物については、園芸振興を通じて畑

地整備と作付けの団地化、省力・機械化、新品目・新品種の導入、委託育苗等部分作業受委

託、雇用労働力の調整とともに多様な需要に対応するマーケットインの生産や販路開拓

の推進等を総合的に推進し、担い手経営体を中心とした産地の体質強化を促進する。また、

標高差等の地域の立地条件を活かした特色のある農業の振興、地域特産物、観光資源等を活

用した農産物加工・観光農園・農家民泊等６次産業化による付加価値の高い農業の展開を図

る。 

中山間地域等の重要作目である特用作物については、高生産性技術の導入、加工等による

付加価値向上、地域特産物としての販売対象等を推進するほか、きのこ等部門との複合化を

進め、収益性の向上と経営の安定化を図る。 

ウ 畜 産 

畜産については、先進技術の高能力家畜の導入、畜産物の高付加価値化、経営管理の合理

化等と併せて、自給飼料の増産、ヘルパー制度の充実等を進め、ゆとりある安定した経営の

確立を図る。 

 

（２）地域農業のあり方 

効率的かつ安定的な農業経営を行う中核的経営体が大宗を担う農業構造の構

築を目指す一方で、兼業農家や高齢・自給的な農家、土地持ち非農家等農家の

先進的技術の導入を含む生産方式や経営管理の合理化等の経営改善方策の提示等の重点的指

導及び研修会の開催等を行う。 

 

 

４ 新たに農業経営を営もうとする青年等の目標及び確保 

（１）新たに農業経営を営もうとする青年等の目標 

 

主たる従事者１人あたり 

年間所得目標：２５０万円 

年間労働時間：2,000時間 

 

（２）新規就農者数の確保目標 

新規就農の状況については、令和元年度から松川町果樹農業研修制度を開始し、元年

度は２名の研修生を受け入れた。今後も継続して中核的経営体を安定的に確保・育成す

るため、年間１人以上（45 歳以下）新規就農者の確保を目標とする。 

 

 

５ 部門別誘導方向と地域農業のあり方 

（１）部門別誘導方向 

ア 普通作物 

米・麦等土地利用型作物については、地域の実情に応じて、利用権設定及び農作業受  

委託の推進等による認定農業者等担い手経営体への利用集積を推進するとともに、米と

麦・大豆・そばの複合経営の育成や消費者に選ばれる特徴ある高品質米の生産、実益

者ニーズに対応した麦・大豆・そばの生産拡大など産地化を推進する。また、農用地や

農業用排水路等の農業生産基盤の整備等を実施することにより、農用地を有効に活用する

とともに、水田の畑地利用を推進するため、暗渠排水や排水路の整備等を進める。 

イ 園芸作物 

果樹・野菜・花卉等、本町農業の主体を占める園芸作物については、園芸振興を通じて畑

地整備と作付けの団地化、省力・機械化、新品目・新品種の導入、委託育苗等部分作業受委

託、雇用労働力の調整とともに多様な需要に対応するマーケットインの生産や販路開拓

の推進等を総合的に推進し、担い手経営体を中心とした産地の体質強化を促進する。また、

標高差等の地域の立地条件を活かした特色のある農業の振興、地域特産物、観光資源等を活

用した農産物加工・観光農園・農家民泊等６次産業化による付加価値の高い農業の展開を図

る。 

中山間地域等の重要作目である特用作物については、高生産性技術の導入、加工等による

付加価値向上、地域特産物としての販売対象等を推進するほか、きのこ等部門との複合化を

進め、収益性の向上と経営の安定化を図る。 

ウ 畜 産 

畜産については、先進技術の高能力家畜の導入、畜産物の高付加価値化、経営管理の合理

化等と併せて、自給飼料の増産、ヘルパー制度の充実等を進め、ゆとりある安定した経営の

確立を図る。 

 

（２）地域農業のあり方 

効率的かつ安定的な農業経営を行う中核的経営体が大宗を担う農業構造の構

築を目指す一方で、兼業農家や高齢・自給的な農家、土地持ち非農家等農家の
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階層分化や減少が進行し、担い手が不在となっている地域では、農地利用や良

好な農村景観等の維持が困難な状況が顕在化している。 

これらの課題に対応するためには、地域計画の取組みを通じて、中核的経営

体となる新規就農者の確保・育成の方針を明確にすることが必要である。 

加えて、将来にわたり地域農業を維持・発展させるためには、地域の特性を

生かした品目の導入や農産加工・直売の取組等による経営の複合化や多角化に

より所得確保を目指す、高付加価値化に向けた検討も重要となる。  

また、全産業分野で人手不足が顕著になる中、中核的経営体とその他の農業

者が営農活動を補完し合う体制づくりとともに、定年退職者や子育て中の主婦

層、農ある暮らしを志向する者など、多様な担い手の農業への参画等も重要な

要素となる。 

こうした観点を踏まえ、中山間地域等特に担い手が不足する地域においては、

以下の①、②を基本に地域の実情に応じた方向性を定め松川町、農業協同組合、

農業委員会、農業農村支援センター等、関係機関・団体が一体となり推進を図

るものとする。 

① 中核的経営体を目指す「家族経営体」の確保・育成を進める方向 

② 集落等を基礎とし、地域の多様な農業者が参画し営農活動を行うとともに、

農作業受託等を行う「集落営農の組織化」を進める方向 

③ 遊休農地等を利用して「環境保全型農業」を進める方向 

 
 

 

第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関

する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 

 

略 

 

 

第２の２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様

等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年

等が目標とすべき農業経営の指標 

 

１ 生産方式、経営管理の方法及び農業従事の態様等 

  略 

 

２ 農業経営指標（新規就農） 
（単位：ａ､人､千円） 

 

NO 
 

営農類型 
面積

規模 

 

品目構成 
労働力 年間所得  

備 考 
基幹 補助 １ 人 経営体 

1 
りんご 

(果樹専作) 
100 

ｼﾅﾉﾘｯﾌ゚ 30、ｼﾅﾉｽｲー ﾄ(新わい化) 20、ふ

じ(新わい化)50 
1.0 1.0 2,600 2,900 

 

 りんご+ぶどう  ｼﾅﾉｽｲー ﾄ10、ふじ30、無核巨峰      

階層分化や減少が進行し、担い手が不在となっている地域では、農地利用や良

好な農村景観等の維持が困難な状況が顕在化している。 

これらの課題に対応するためには、人・農地プランの実質化を通じて、中核

的経営体となる新規就農者の確保・育成の方針を明確にすることが必要である。 

加えて、将来にわたり地域農業を維持・発展させるためには、地域の特性を

生かした品目の導入や農産加工・直売の取組等による経営の複合化や多角化に

より所得確保を目指す、高付加価値化に向けた検討も重要となる。  

また、全産業分野で人手不足が顕著になる中、中核的経営体とその他の農業

者が営農活動を補完し合う体制づくりとともに、定年退職者や子育て中の主婦

層、農ある暮らしを志向する者など、多様な担い手の農業への参画等も重要な

要素となる。 

こうした観点を踏まえ、中山間地域等特に担い手が不足する地域においては、

以下の①、②を基本に地域の実情に応じた方向性を定め松川町、農業協同組合、

農業委員会、農業改良普及センター等、関係機関・団体が一体となり推進を図る

ものとする。 

① 中核的経営体を目指す「家族経営体」の確保・育成を進める方向 

②  集落等を基礎とし、地域の多様な農業者が参画し営農活動を行うとともに、 

農作業受託等を行う「集落営農の組織化」を進める方向 

 
 

 

 

第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関

する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 

 

略 

 

 

第２の２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様

等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年

等が目標とすべき農業経営の指標 

 

 １ 生産方式、経営管理の方法及び農業従事の態様等 

  略 

 

２ 農業経営指標（新規就農） 
（単位：ａ､人､千円） 

 

NO 
 

営農類型 
面積

規模 

 

品目構成 
労働力 年間所得  

備 考 
基幹 補助 １ 人 経営体 

1 
りんご 

(果樹専作) 
100 

ｼﾅﾉﾘｯﾌ゚ 30、ｼﾅﾉｽｲー ﾄ(新わい化) 20、ふ

じ(新わい化)50 
1.0 1.0 2,600 2,900 

 

 りんご+ぶどう  ｼﾅﾉｽｲー ﾄ10、ふじ30、無核巨峰      
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2 (果樹複合) 60 10、ﾅｶ゙ ﾉﾊ゚ ﾌー゚ ﾙ5、ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ5 1.0 1.0 2,500 2,900  

3 
りんご+干柿

(果樹複合) 
90 

つがる(新わい化)40、ｼﾅﾉｽｲー ﾄ (新わ

い化)40、市田柿10 
1.0 1.0 2,500 3,500 

中古農業用機械

等のリース 

4 
りんご+もも 

(果樹複合) 
80 

ｼﾅﾉｽｲー ﾄ(新わい化)20、ふじ(新わい

化)40、あかつき10、川中島白桃10 
1.0 1.0 2,500 3,000 

の活用、また成 

園・施設のある 

農地等を賃借 

し、経営の安定化を

図る。 5 
干柿+ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 

(果樹・野菜複合) 
60 

干し柿40、ｱｽﾊ゚ ﾗｶ゙ ｽ（半促成）20 
1.0 1.0 2,500 3,200 

 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ+りんご+  ｱｽﾊ゚ ﾗｶ゙ ｽ(露地)20、ｼﾅﾉｽｲー ﾄ(新     

6 干柿 65 わい化)15、市田柿30 1.0 1.0 2,500 3,300  

 (果樹・野菜複合)        

 トマト+きゅうり  ﾄﾏﾄ(雨よけ)20、ｷｭｳﾘ(夏秋)10      

7 (野菜複合) 30  1.0 1.0 2,500 3,500  

 

 

新
規
参
入
者
・
親
と
は
別
部
門
を
開
始
す
る
者
の
誘
導
方
向 

 

新規参入者・親とは別部門を開始する者に対しては下記の事項を誘導することを基本とし、必要によ

り各機関（営農支援センター、農業委員会、農業農村支援センター、農業協同組合等）が連携して支援を実

施するよう努める。 

 

１ 施設・機械投資の低減 

・新規参入者の場合は、作業スペースや農機具保管場所のある空き農家住宅等を確保する。 

・やむを得ず、作業場や農機具庫を新設する場合は、パイプハウス等の活用により初期投資を低減する。 

・施設園芸のハウス等は、遊休ハウスの確保、中古部材の購入、自力施工等により設置費用低減を図る。 

・新規に果樹を志向する場合は、経営撤退者等から成園地が借用できるよう努める。 

・新規に畜産を志向する場合は、経営撤退者からの施設・機械・家畜を含めた譲り受けが望ましい。 

・中古農機具、中古車両の積極的な活用により投資額の低減に努める。 

・融資により施設機械等を取得する場合には、堅実な経営計画及び資金繰り計画を樹立し、過剰な借入

とならないよう配慮する。 

 

２ 経営管理及び生産方式 

経営管理及び生産方式は、第２の２に準ずるが、就農前の研修等で修得した基本技術に基づき、適

期適作業の確実な実行により生産量や品質の確保が図れるよう指導する。 

 

 

 

 

 

第３ 第２及び第２の２に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成

に関する事項 

 

１ 農業を担う者の確保及び育成の考え方 

   松川町は、効率的かつ安定的な経営を育成するために、生産方式の高度化や経営管

理の複雑化に対応した高い技術を有した人材の確保・育成に取り組む。このため、認

定農業者制度、認定新規就農者制度及びそれらの認定を受けた者に対する各種支援制

度を活用するとともに、農業経営・就農支援センター、県普及指導センター、農業協

同組合等と連携して研修・指導や相談対応等に取り組む。 

2 (果樹複合) 60 10、ﾅｶ゙ ﾉﾊ゚ ﾌー゚ ﾙ5、ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ5 1.0 1.0 2,500 2,900  

3 
りんご+干柿

(果樹複合) 
90 

つがる(新わい化)40、ｼﾅﾉｽｲー ﾄ (新わ

い化)40、市田柿10 
1.0 1.0 2,500 3,500 

中古農業用機械

等のリース 

4 
りんご+もも 

(果樹複合) 
80 

ｼﾅﾉｽｲー ﾄ(新わい化)20、ふじ(新わい

化)40、あかつき10、川中島白桃10 
1.0 1.0 2,500 3,000 

の活用、また成 

園・施設のある 

農地等を賃借 

し、経営の安定化を

図る。 5 
干柿+ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 

(果樹・野菜複合) 
60 

干し柿40、ｱｽﾊ゚ ﾗｶ゙ ｽ（半促成）20 
1.0 1.0 2,500 3,200 

 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ+りんご+  ｱｽﾊ゚ ﾗｶ゙ ｽ(露地)20、ｼﾅﾉｽｲー ﾄ(新     

6 干柿 65 わい化)15、市田柿30 1.0 1.0 2,500 3,300  

 (果樹・野菜複合)        

 トマト+きゅうり  ﾄﾏﾄ(雨よけ)20、ｷｭｳﾘ(夏秋)10      

7 (野菜複合) 30  1.0 1.0 2,500 3,500  

 

 

新
規
参
入
者
・
親
と
は
別
部
門
を
開
始
す
る
者
の
誘
導
方
向 

 

新規参入者・親とは別部門を開始する者に対しては下記の事項を誘導することを基本とし、必要によ

り各機関（営農支援センター、農業委員会、農業改良普及センター、農業協同組合等）が連携して支援を実

施するよう努める。 

 

１ 施設・機械投資の低減 

・新規参入者の場合は、作業スペースや農機具保管場所のある空き農家住宅等を確保する。 

・やむを得ず、作業場や農機具庫を新設する場合は、パイプハウス等の活用により初期投資を低減する。 

・施設園芸のハウス等は、遊休ハウスの確保、中古部材の購入、自力施工等により設置費用低減を図る。 

・新規に果樹を志向する場合は、経営撤退者等から成園地が借用できるよう努める。 

・新規に畜産を志向する場合は、経営撤退者からの施設・機械・家畜を含めた譲り受けが望ましい。 

・中古農機具、中古車両の積極的な活用により投資額の低減に努める。 

・融資により施設機械等を取得する場合には、堅実な経営計画及び資金繰り計画を樹立し、過剰な借入

とならないよう配慮する。 

 

２ 経営管理及び生産方式 

経営管理及び生産方式は、第２の２に準ずるが、就農前の研修等で修得した基本技術に基づき、適

期適作業の確実な実行により生産量や品質の確保が図れるよう指導する。 

 

 

 

 

 

 新 
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また、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農を促進するため、これらの青年

等に対する就農情報の提供、生活や農地・農業機械の取得などの受入体制の整備、先

進的な法人経営等での実践的研修の実施、青年等就農計画の認定・フォローアップ、

認定新規就農者向けの支援策の積極的な活用の推進、認定農業者への移行に向けた経

営発展のための支援等を行う。 

更に、農業従事者の安定確保を図るため、農業従事の態様等の改善に取り組むこと

とし、家族経営協定締結による就業制、休日制、ヘルパー制度の導入や、高齢者、非

農家等の労働力の活用システムを整備する。 

加えて、松川町の将来の農業を担う幅広い人材の確保に向け、雇用されて農業に従

事する者、定年退職後に農業に従事する者、他の仕事とともに地域に定着し活躍でき

るよう、これらの者に対して、必要な情報の提供、受入体制の整備、研修の実施、交

流会の実施等の支援を行う。 

 

 

２ 就農等希望者の受入から定着までのサポート及び体制の考え方 

新たに農業経営を営もうとする青年等や農業を担う多様な人材の確保に向けて、関

係機関と連携して、就農等希望者に対する情報提供、住居の紹介や移住相談対応等の

生活の立ち上げ支援、農業技術・農業経営に要する知識の習得に向けた研修の実施、

必要となる農業用機械や農用地等の取得のサポートを行うとともに、就農後の定着に

向けて、販路開拓や営農面から生活面までの様々な相談に対応するための相談対応、

他の農家等との交流の場を設けるなど、必要となるサポートを一貫して行う。 

これらのサポートを一元的に実施できるよう、松川町が主体となって、県、農業委

員会、農業協同組合等の関係団体が連携した松川町担い手育成総合支援協議会により、

農業を担う者の受入から定着まで必要となるポートを一元的に実施できる体制を構築

するよう努める。 

また、新規就農者等が地域内で孤立することがないよう、協議の場や地域計画の修

正等を通じて、地域農業を担うものとして当該者を育成する体制を強化する。 

新たに農業経営を始めようとする青年等については、本構想に基づく青年等就農計

画の作成を促し、青年等就農資金、経営体育成支援事業等の国の支援策や県の新規就

農関連事業を効率的に活用しながら、確実な定着、経営発展に導くとともに、青年等

就農計画の達成が見込まれる者については、引き続き農業経営改善計画の策定を促し、

認定農業者へと誘導する。 

 

 

３ 町および関係機関の役割分担・連携、関係機関との情報共有 

就農に向けた情報提供や就農・雇用先の相談については県農業経営・就農支援セン

ター、技術や経営ノウハウの習得については県農業大学校等、就農後の営農指導等の

フォローアップについては農業普及指導センター、農業協同組合、長野県農業公社、

指導農業士等、農地の確保については、農業委員会、農地中間管理機構など、各組織

が役割を分担しながら各種取り組みを進める。 

松川町は、松川町担い手育成総合支援協議会及びみなみ信州農業協同組合と連携し

て、区域内における作付け品目毎の就農受入体制、研修内容、就農後の経営・収入・

生活のイメージ等、就農等希望者が必要とする情報を（県農業経営・就農支援センタ

ーが指定する様式で）整理し、県及び県農業経営・就農支援センターに情報提供する。

また、県が運営する就農支援ポータルサイト「デジタル農活信州」を通じて、最新情

報を常時発信するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｓ 

 - 7 - 

 

第４ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に

関する目標その他農用地利用関係の改善に関する事項 
 

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標 

「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目

標」は、次に掲げるとおりとする。なお、目標年次は令和 10年とし、集積面積には

基幹的農作業（水稲については耕起・代かき、田植え、収穫、その他作目について

は耕起、播種、収穫及びこれらに準ずる作業）を３作業以上実施している農作業受

託の面積を含む。 

 

（１）効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標 

地域区分 
効率的経営体が地域における農用地の利

用 

に占める面積のシェアの目標 

備 考 

大島・上片桐・福与

部奈地域 
４５％程度 

 

生東地域 ２０％程度  

町全体 ４３％程度  

 

（２）効率的かつ安定的な農業経営が利用する農用地の面的集積についての目標 

農地中間管理事業等の実施により効率的かつ安定的な農業経営における経営農 

地の面的集積の割合が高まるように努めるものとする。 

 

 

２ 農用地の利用関係の改善に関する事項 

 

（１）農用地の利用状況及び営農活動の実態等の現状 

大島地区は地形により上段と下段の二地帯に区別され、上段の標高 520ｍ～800ｍ

の地帯は比較的緩やかな傾斜地で、果樹を中心とした専業経営と果樹と水稲による複合

経営に志向し、下段の標高 450ｍ～520ｍの地帯は平坦地で水田を中心として施設園芸

（ハウス栽培）が行われ、近年は水田から果樹への転作が進んできている。 

上片桐地区は果樹を主体とし水稲との複合経営地帯であり、近年大島地区と同様に水

田から果樹への転作が急速に進んできている。 

生田地区は、天竜川沿岸の水田地帯とこれより上段の急傾斜畑地帯に別れる。主

要農産物は、水稲・りんご・梅・花木等が栽培されている。 

 

（２）今後の農地利用等の見通し及び将来の農地利用のビジョン 

今後は更に農業従事者の高齢化が進んでいくことが予想され、このままでは担い

手が受けきれない農地が出てくることが予想される。 

このため、地域計画の取組みにより地域の特性に応じた将来方針を明確化すると

ともに、担い手経営体（中心経営体）への農地集積・農地集約を促進する。その際、

農地中間管理事業を積極的かつ有効に活用するものとする。 

地域ごとの農用地の利用の改善については、次により進めることとする。 

ア 大島地区下段地帯 

 

第３  効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積

に関する目標その他農用地利用関係の改善に関する事項 
 

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標 

「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目

標」は、次に掲げるとおりとする。なお、目標年次は令和 10年とし、集積面積には

基幹的農作業（水稲については耕起・代かき、田植え、収穫、その他作目について

は耕起、播種、収穫及びこれらに準ずる作業）を３作業以上実施している農作業受

託の面積を含む。 

 

（１）効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標 

地域区分 
効率的経営体が地域における農用地の利

用 

に占める面積のシェアの目標 

備 考 

大島・上片桐・福与

部奈地域 
４５％程度 

 

生東地域 ２０％程度  

町全体 ４３％程度  

 

（２）効率的かつ安定的な農業経営が利用する農用地の面的集積についての目標 

農地中間管理事業等の実施により効率的かつ安定的な農業経営における経営農 

地の面的集積の割合が高まるように努めるものとする。 

 

 

２ 農用地の利用関係の改善に関する事項 

 

（１）農用地の利用状況及び営農活動の実態等の現状 

大島地区は地形により上段と下段の二地帯に区別され、上段の標高 520ｍ～800ｍ

の地帯は比較的緩やかな傾斜地で、果樹を中心とした専業経営と果樹と水稲による複合

経営に志向し、下段の標高 450ｍ～520ｍの地帯は平坦地で水田を中心として施設園芸

（ハウス栽培）が行われ、近年は水田から果樹への転作が進んできている。 

上片桐地区は果樹を主体とし水稲との複合経営地帯であり、近年大島地区と同様に水

田から果樹への転作が急速に進んできている。 

生田地区は、天竜川沿岸の水田地帯とこれより上段の急傾斜畑地帯に別れる。主

要農産物は、水稲・りんご・梅・花木等が栽培されている。 

 

（２）今後の農地利用等の見通し及び将来の農地利用のビジョン 

今後は更に農業従事者の高齢化が進んでいくことが予想され、このままでは担い

手が受けきれない農地が出てくることが予想される。 

このため、「人・農地プラン」の実質化により地域の特性に応じた将来方針を明

確化するとともに、担い手経営体（中心経営体）への農地集積・農地集約を促進す

る。その際、農地中間管理事業を積極的かつ有効に活用するものとする。 

地域ごとの農用地の利用の改善については、次により進めることとする。 

ア 大島地区下段地帯 
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この地帯においては、土地基盤の整備、機械化省力化経営等が進んでおり、また農

道整備も完了してるため、生産体制が整備されている。将来的には農業者の高齢化によ

り耕作放棄地が発生しないよう、集落的な営農を推進していく必要がある。 

イ 大島地区上段地帯 

この地帯においては、公共施設、工業団地、住宅地が集中している名子地区と

松川インター付近に果樹園地帯が広がる上大島地区がある。名子地区においては

主に水田・果樹が点在しており住宅用地としての需要が多くなってきている。今

後については有効な土地利用に考慮しながら振興していかなければならない。激

しい変化が予想される地区として、農業においては土地利用や環境保全に配慮し

ながら振興を図っていく。 

また、上大島地区はりんご・梨を中心に樹園地が広がり、中央自動車道松川イ

ンターの開通に伴い観光農園としての経営が中心となっている。観光としての新

品種のサクランボ等の栽培も徐々に増え、年間を通じての観光客誘致に努めてい

る。今後については、農業生産の主力地域と位置付け農業基盤の確保に努める。 

ウ 上片桐地区 

この地区は果樹を主体に構造改善事業で整備された団地が中心部にあり、水田

等複合的な経営が行われている。近年までは水田を果樹に転作が進んできていた

が、耕作者の高齢化等により耕作放棄地が増加してきている。将来は耕作放棄地

を含めた団地化等により、大型機械導入による省力化を促進し農業の近代化を図

る。 

エ 生田地区 

この地区は山間傾斜地の割合が大きく基盤整備が遅れた地域が多いことから、

機械化・省力化が困難な条件にあり、生産力が低いのが現状である。生田梅の生

産が盛んに行われていたが、近年では花梅、花木等の花卉栽培が増加し地形を活

かしながら、作業の軽減を図りながら高齢者でも取り組みやすい品種栽培を推進

していく。 

 

 

３ その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項 

農用地の利用の集積に関する目標等を達成するため、関係機関及び関係団体が有

する農地の情報の共有化に努めるとともに、関係機関・団体相互の連携と役割分担の下、

地域の農用地の利用集積の対象者を明確化し、地域の地理的自然的条件、営農類型の特性、

農地の保有及び利用状況並びに農業者の意向を踏まえて、効率的かつ安定的な農業経営へ

の農地の利用集積の取組みを促進する。 

その際、松川町は、関係機関及び関係団体とともに、こうした取組が効果的かつ計画

的に展開されるよう、地域計画の策定を通じ、地域の合意形成を図りつつ、毎年度の利用

集積の状況等を把握・検証し、必要に応じて改善を図る措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

この地帯においては、土地基盤の整備、機械化省力化経営等が進んでおり、また農

道整備も完了してるため、生産体制が整備されている。将来的には農業者の高齢化によ

り耕作放棄地が発生しないよう、集落的な営農を推進していく必要がある。 

イ 大島地区上段地帯 

この地帯においては、公共施設、工業団地、住宅地が集中している名子地区と

松川インター付近に果樹園地帯が広がる上大島地区がある。名子地区においては

主に水田・果樹が点在しており住宅用地としての需要が多くなってきている。今

後については有効な土地利用に考慮しながら振興していかなければならない。激

しい変化が予想される地区として、農業においては土地利用や環境保全に配慮し

ながら振興を図っていく。 

また、上大島地区はりんご・梨を中心に樹園地が広がり、中央自動車道松川イ

ンターの開通に伴い観光農園としての経営が中心となっている。観光としての新

品種のサクランボ等の栽培も徐々に増え、年間を通じての観光客誘致に努めてい

る。今後については、農業生産の主力地域と位置付け農業基盤の確保に努める。 

ウ 上片桐地区 

この地区は果樹を主体に構造改善事業で整備された団地が中心部にあり、水田

等複合的な経営が行われている。近年までは水田を果樹に転作が進んできていた

が、耕作者の高齢化等により耕作放棄地が増加してきている。将来は耕作放棄地

を含めた団地化等により、大型機械導入による省力化を促進し農業の近代化を図

る。 

エ 生田地区 

この地区は山間傾斜地の割合が大きく基盤整備が遅れた地域が多いことから、

機械化・省力化が困難な条件にあり、生産力が低いのが現状である。生田梅の生

産が盛んに行われていたが、近年では花梅、花木等の花卉栽培が増加し地形を活

かしながら、作業の軽減を図りながら高齢者でも取り組みやすい品種栽培を推進

していく。 

 

 

（３）関係団体との連携体制 

農用地の利用の集積に関する目標等を達成するため、関係機関及び関係団体が有

する農地の情報の共有化に努めるとともに、関係機関・団体相互の連携と役割分担の下、

地域の農用地の利用集積の対象者を明確化し、地域の地理的自然的条件、営農類型の特性、

農地の保有及び利用状況並びに農業者の意向を踏まえて、効率的かつ安定的な農業経営へ

の農地の利用集積の取組みを促進する。 

その際、松川町は、関係機関及び関係団体とともに、こうした取組が効果的かつ計画

的に展開されるよう、地域の合意形成を図りつつ、毎年度の利用集積の状況等を把握・検

証し、必要に応じて改善を図る措置を講ずる。 

 

 

 

 

 



ｓ 

 - 9 - 

第５ 農業経営基盤強化促進事業に関する事項 
 

松川町は、長野県が策定した「農業経営基盤強化促進基本方針」の第５「農業経営基盤強化促

進事業の実施に関する基本的な事項」農業経営基盤強化促進事業の実施に関する推進方針に定め

られた方向に即しつつ、松川町農業の地域特性、即ち、複合経営を中心とした多様な農業生産の展

開や兼業化の著しい進行などの特徴を十分踏まえて、以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進

事業に積極的に取り組む。 

松川町は、農業経営基盤強化を促進する措置として、次に掲げる事業を行う。 

① 農地中間管理事業 

② 利用権設定等促進事業 

 ③ 農用地利用改善事業 

これらの各事業については、各地域の特性を踏まえてそれぞれの地域で重点的に実施する

ものとする。 

ア 平坦部の大島、上片桐地域においては、利用権設定等促進事業を重点的に実施し、担い手が

連担的な条件下で、効率的な生産が行えるよう努める。 

イ 中山間地域の生田地区においては、特に農用地利用改善事業を重点的に推進し、農用地利用

改善団体の活動を活発化する。このことにより、担い手不足の下で多発している遊休農地の解

消に努める。 

更に、農用地利用改善団体に対して特定農業法人及び特定農業団体制度についての啓発に努

め、必要に応じ、農用地利用改善団体が特定農業法人及び特定農業団体制度に取り組めるよう

指導、助言を行う。 

以下、各個別事業ごとに述べる。 

 

１ 第18条第１項の協議の場の設置方法、第 19条第１項に規定する地域計画の区域の基準

その他第４条第３項第１号に掲げる事業に関する事項 

協議の場の開催時期については、幅広い農業者の参画を図るため、協議の場を設置する区

域ごとに、当該区域における基幹作物である果樹等の農繁期に配慮して設定することとし、

開催に当たっては、町の広報への掲載やインターネットの利用等に加え、他の農業関係の集

まりを積極的に活用し、周知を図る。参加者については、農業者、町、農業委員、農地利用

最適化推進委員、農業協同組合、農地中間管理機構の現地コーディネーター、土地改良区、

県、その他関係者とし、協議の場において、地域の中心となる農用地の出し手及び受け手の

意向が反映されるように調整を行う。協議の場の参加者等から協議事項に係る問合せへの対

応を行うための窓口を産業観光課に設置する。農業上の利用が行われる農用地等の区域につ

いては、これまで人・農地プランの実質化が行われている区域を基に、農業振興地域内の農

用地等が含まれるように設定することとし、その上で、様々な努力を払ってもなお、農業上

の利用が見込めず、農用地として維持することが困難な農用地については、活性化計画を作

成し、粗放的な利用等による農用地の保全等を図る。 

町は、地域計画の策定に当たって、県、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、

土地改良区等の関係団体と連携しながら、協議の場の設置から地域計画の公表に至るまで、

適切な進捗管理を行い、地域計画に基づいて利用権の設定等が行われているか定期的に進捗

管理を実施する。 

 

２ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用

地利用改善事業の実施の基準に関する事項 

（１）～（７）略 

 

第４ 農業経営基盤強化促進事業に関する事項 
 

松川町は、長野県が策定した「農業経営基盤強化促進基本方針」の第４「効率的かつ安定的な

農業経営を育成するために必要な事項」農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

に定められた方向に即しつつ、松川町農業の地域特性、即ち、複合経営を中心とした多様な農業生

産の展開や兼業化の著しい進行などの特徴を十分踏まえて、以下の方針に沿って農業経営基盤強

化促進事業に積極的に取り組む。 

松川町は、農業経営基盤強化を促進する措置として、次に掲げる事業を行う。 

① 農地中間管理事業 

② 利用権設定等促進事業 

 ③ 農用地利用改善事業 

これらの各事業については、各地域の特性を踏まえてそれぞれの地域で重点的に実施する

ものとする。 

ア 平坦部の大島、上片桐地域においては、利用権設定等促進事業を重点的に実施し、担い手が

連担的な条件下で、効率的な生産が行えるよう努める。 

イ 中山間地域の生田地区においては、特に農用地利用改善事業を重点的に推進し、農用地利用

改善団体の活動を活発化する。このことにより、担い手不足の下で多発している遊休農地の解

消に努める。 

更に、農用地利用改善団体に対して特定農業法人及び特定農業団体制度についての啓発に努

め、必要に応じ、農用地利用改善団体が特定農業法人及び特定農業団体制度に取り組めるよう

指導、助言を行う。 

以下、各個別事業ごとに述べる。 

 

   新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用権設定等促進事業に関する事項 

 

４へ変更 
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（８）農用地利用改善事業の指導、援助 

① 松川町は、認定団体が農用地利用改善事業を円滑に実施できるよう必要な指導、援助に努め

る。 

② 松川町は、（5）の①に規定する団体又は当該団体になろうとするものが、農用地利用

改善事業の実施に関し、農業農村支援センター、農業委員会、農業協同組合、農地中

間管理機構（（公財）長野県農業開発公社）等の指導、助言を求めてきたときは、関係

機関との連携を図りつつ、これらの機関・団体の協力が行われるよう努める。 

 

３ 農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農 作業

の実施の促進に関する事項等 

 

略 

 

４ 利用権設定等促進事業に関する事項 

法改正により、農地中間管理事業との統合が進められることとなった。松川町

は農地中間管理機構と円滑な統合に向け調整を進めるとともに、統合までの間、

なお従前の例により運用を図るものとする。 

 

（１）～（14）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 農地中間管理事業の実施の促進に関する事項 

 

略 

 

 

 

 

６ 農地利用集積円滑化事業に関する事項 

農地利用集積円滑化事業については、法の改正により、農地中間管理事業への

移行が進められることとなった。ついては、松川町は農地中間管理機構とともに、

円滑な移行に向け調整を進めるとともに、移行までの間、適切な運用を図るもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 農地中間管理事業の実施の促進に関する事項 

 

５へ変更 

 

 

３ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用

地利用改善事業の実施の基準に関する事項 

（１）～（７）略 

 

（８）農用地利用改善事業の指導、援助 

① 松川町は、認定団体が農用地利用改善事業を円滑に実施できるよう必要な指導、援助に努め

る。 

② 松川町は、（5）の①に規定する団体又は当該団体になろうとするものが、農用地利用

改善事業の実施に関し、農業改良普及センター、農業委員会、農業協同組合、農地中

間管理機構（（公財）長野県農業開発公社）等の指導、助言を求めてきたときは、関係

機関との連携を図りつつ、これらの機関・団体の協力が行われるよう努める。 

 

２へ変更 

 

 

４ 農地利用集積円滑化事業に関する事項 

農地利用集積円滑化事業については、法の改正により、農地中間管理事業との統合

が進められることとなった。ついては、松川町は農地中間管理機構とともに、円滑な

統合に向け調整を進めるとともに、統合までの間、適切な運用を図るものとする。 

 

６へ変更 

 

 

５ 農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の

実施の促進に関する事項 

 

３へ変更 
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７ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項 

 

 

略 

 

８ その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項 

（１） 農業経営基盤の強化を促進するために必要なその他の関連施設との連携 

松川町は、１から５までに掲げた事項の推進に当たっては、農業経営基盤の強

化の促進に必要な以下の関連施設との連携に配慮するものとする。 

ア 松川町は、前河原地区非補助土地改良事業（平成６年度～平成 13年度）によ

る圃場整備を通じて水田の大区画化を図った。今後においては水稲、野菜栽培の産

地化を推進し、効率的かつ安定的な農業経営をめざす者が経営発展を図っていく上

での条件整備を図る。 

イ 松川町は、農業農村活性化農業構造改善事業等により果実選果施設の整備、農産

物の冷蔵施設の設置を図り特産果実の有利販売、産地の銘柄を高めてきたが、引き

続き町の活性化、健全な発展により望ましい農業経営の育成に資するよう努める。 

ウ 松川町は、水田収益力強化ビジョンの実現に向けた積極的な取り組みにより、水稲

作、転作を  通じ望ましい経営の育成を図ることとする。また、地域の土地利用の

見通しを通じて農用地利  用の集積、連担化による効率的作業単位の形成等望まし

い経営の営農展開に資するよう努める。 

エ 松川町は、公共下水道事業（平成４年度～平成 18年度）の推進を図るととも

に、農業集落排水事業を促進し、農村地域の定住条件の整備を通じ、農業の担い

手確保に努める。 

オ 松川町は、中山間地域等直接支払事業により、優良な農地の利活用を図り農作

業の協業化を推進し、地域の活性化と持続可能な農業の発展が図られるよう努め

る。 

カ 松川町は、多面的機能支払交付金（平成 26年度から）により、農村環境資源

の良好な保全と質的向上を図る地域ぐるみの効果の高い共同活動への支援を行

う。 

キ 松川町は、地域の農業の振興に関するその他の施策を行うに当たっては、農業

経営基盤強化の円滑な促進に資することとなるように配慮するものとする。 

 

（２） 推進体制等 

① 事業推進体制等 

松川町は、農業委員会、農業農村支援センター、農業協同組合、土地改良区農用地利

用改善団体、その他の関係団体と連携しつつ、農業経営基盤強化の促進方策について

検討するとともに、今後 10年にわたり第１、第３で掲げた目標や第２の指標で示

される効率的かつ安定的な経営の育成に資するための方策等について、各関係機関・団

体別行動計画を樹立する。又このような長期行動計画に併せて、年度別活動計画におい

て当面行うべき対応を各関係機関・団体別に明確化し、関係者が一体となって合意の下

に効率的かつ安定的な経営の育成を通じて認定農業者等担い手経営体への農用地の利

用集積等を推進する。 

② 農業委員会等の協力 

農業委員会、農業協同組合、及び土地改良区は、農業経営基盤強化の円滑な実施に資す

るよう、営農支援センター（松川町担い手育成総合支援協議会）のもとで相互に連携を

６ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項 

 

７へ変更 

 

 

７ その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項 

（３） 農業経営基盤の強化を促進するために必要なその他の関連施設との連携 

松川町は、１から５までに掲げた事項の推進に当たっては、農業経営基盤の強

化の促進に必要な以下の関連施設との連携に配慮するものとする。 

ア 松川町は、前河原地区非補助土地改良事業（平成６年度～平成 13年度）によ

る圃場整備を通じて水田の大区画化を図った。今後においては水稲、野菜栽培の産

地化を推進し、効率的かつ安定的な農業経営をめざす者が経営発展を図っていく上

での条件整備を図る。 

イ 松川町は、農業農村活性化農業構造改善事業等により果実選果施設の整備、農産

物の冷蔵施設の設置を図り特産果実の有利販売、産地の銘柄を高めてきたが、引き

続き町の活性化、健全な発展により望ましい農業経営の育成に資するよう努める。 

ウ 松川町は、水田フル活用ビジョンの実現に向けた積極的な取り組みにより、水稲

作、転作を  通じ望ましい経営の育成を図ることとする。また、地域の土地利用の

見通しを通じて農用地利  用の集積、連担化による効率的作業単位の形成等望まし

い経営の営農展開に資するよう努める。 

エ 松川町は、公共下水道事業（平成４年度～平成 18年度）の推進を図るととも

に、農業集落排水事業を促進し、農村地域の定住条件の整備を通じ、農業の担い

手確保に努める。 

オ 松川町は、中山間地域等直接支払事業により、優良な農地の利活用を図り農作

業の協業化を推進し、地域の活性化と持続可能な農業の発展が図られるよう努め

る。 

カ 松川町は、多面的機能支払交付金（平成 26年度から）により、農村環境資源

の良好な保全と質的向上を図る地域ぐるみの効果の高い共同活動への支援を行

う。 

キ 松川町は、地域の農業の振興に関するその他の施策を行うに当たっては、農業

経営基盤強化の円滑な促進に資することとなるように配慮するものとする。 

 

（４） 推進体制等 

② 事業推進体制等 

松川町は、農業委員会、農業改良普及センター、農業協同組合、土地改良区農用地利

用改善団体、その他の関係団体と連携しつつ、農業経営基盤強化の促進方策について

検討するとともに、今後 10年にわたり第１、第３で掲げた目標や第２の指標で示

される効率的かつ安定的な経営の育成に資するための方策等について、各関係機関・団

体別行動計画を樹立する。又このような長期行動計画に併せて、年度別活動計画におい

て当面行うべき対応を各関係機関・団体別に明確化し、関係者が一体となって合意の下

に効率的かつ安定的な経営の育成を通じて認定農業者等担い手経営体への農用地の利

用集積等を推進する。 

③ 農業委員会等の協力 

農業委員会、農業協同組合、及び土地改良区は、農業経営基盤強化の円滑な実施に資す

るよう、営農支援センター（松川町担い手育成総合支援協議会）のもとで相互に連携を
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図りながら協力するように努めるものとし、松川町はこのような強力の推進に配慮す

る。 

 

 

 

 

第６ その他 
 

 

略 

 

 

別紙１ （第４の１の（１）⑥関係） 

 

略 

 

 

別紙２ （第４の１（２）関係） 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図りながら協力するように努めるものとし、松川町はこのような強力の推進に配慮す

る。 

 

８へ変更 

 

 

第５ その他 
 

 

略 

 

 

別紙１ （第４の１の（１）⑥関係） 

 

略 

 

 

別紙２ （第４の１（２）関係） 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


